
◆ 議事（１）放課後児童クラブ・児童館の評価基準の策定について

令和７年６月３日に開催された第三者評価に関する政府・自治体の全国会議にて、こども
家庭庁成育局成育環境課より、放課後児童クラブ・児童館を第三者評価の対象へ含めるよう、
都道府県推進組織へ検討のお願いがありました。
これを受け、本県においても、放課後児童クラブ・児童館を評価する上で必要となる、

共通・個別評価基準を国の評価基準に準じて策定します。

共通評価基準
【資料２】

個別ｻｰﾋﾞｽ評価基準
【資料３】

共通評価基準
【資料４】

個別ｻｰﾋﾞｽ評価基準
【資料５】

放課後児童クラブ
児童福祉法第6条の3第2項

児 童 館
児童福祉法第40条

共通評価基準 高齢施設・障害施設等と共通項目の評価基準です。経営理念や組織の運営状態を評価します。

個別ｻｰﾋﾞｽ評価基準 各ｻｰﾋﾞｽ毎に異なる評価基準です。各ｻｰﾋﾞｽに独自の提供内容や機能を評価します。

資料１

―１―



令和５年１月２６日の徳島県福祉サービス評価推進委員会にてお諮りした改正について、本来、他県で認証を得てい
る評価機関を本県で認証する際に、本県での認証手続を簡素化し、事務局・委員会・評価機関の負担を軽減する目的で
導入しておりました。
しかし、その後の運用において、本県と他県の認証要件について、相互に異なる部分のあることが判明したため、こ

れらの点を解消すべく、以下により所要の改正を行います。

◆ 議事（２）徳島県福祉サービス評価機関認証要綱等の改正について

徳島県福祉サービス評価機関認証要綱 新旧対照表【資料６】

―２―



R5.1.26委員会にて御説明

他の都道府県における評
価機関認証を得ている法人
の審査手続を簡素化し、事
務局・委員会・評価機関の
負担を軽減する趣旨で導入。

①

―３―



徳島県福祉サービス評価機関認証実施要領

―４―



◆ 議事（３）徳島県福祉サービス評価機関の新規認証と事業廃止について

特定非営利活動法人 福祉総合評価機構愛媛県事務所 【資料７】事業廃止

新規認証 特定非営利活動法人 共育機構Ohma 【資料８・９・１０】

福祉総合評価機構愛媛県事務所が事務所を閉所し、新法人（共育機構Ohma）を設立した
ことから、本県へ新規認証申請が提出されたため、次の法人を事業廃止、新規認証します。

―５―


